
令和３年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間
改善神奈川県地方協議会」の実施事項について
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重点取組事項について

（通達内容）
各地方協議会事務局は、検討の対象とする「対象輸送分野」を次の（ア）～（オ）のいずれかより

選定すること。
（ア）令和元年度に実施した待機時間等に関する調査結果に基づき、待機時間が特に長い輸送分野。
（イ）令和２年度に実施した積載効率に関する調査結果に基づき、積載効率の改善が必要な輸送分野。
（ウ）過去の重点取組事項等のフォローアップを実施する必要があると考えられる輸送分野。
（エ）「加工食品、飲料・酒」等の中で、ガイドラインで示した『今後の取組みの方向性』に沿って取

組を行う輸送分野。
（オ）各地方協議会事務局が取り組み事項として特に必要と認めた輸送分屋。

（１）対象輸送分野の選定について

（神奈川県地方協議会としての取組）
一昨年度の協議会より、対象輸送分野として「加工食品」を選定して、労働時間等実態調査（アンケート調

査）等の取組を進めてきており、継続的・重点的な取組の効果発揮を重視し、引き続き「加工食品」を選定した。

（２）対象輸送分野の関係者の参画について

（通達内容）
各地方協議会事務局は、地方協議会に現在参画していない荷主企業所管省庁の地方支分部局や荷主

団体等について、地方協議会への参画を働きかけること。

（神奈川県地方協議会としての取組）
今年度については、昨年度から継続した取組であることや、新型コロナウイルス感染症の影響等を

考慮し、新たな委員の参画を働きかけることはせず、今後の取組に併せて、荷主企業所管省庁や荷主
団体等に当協議会への参画を働きかけていくこととする。
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重点取組事項について

２

（３）対象輸送分野の関係者等へのヒアリングについて

（通達内容）
各地方協議会事務局は、地方協議会委員の所属する団体の会員事業者や地方協議会に参画する関係

者等に対するヒアリングを通じて、荷主と運送事業者の実取引における実態や未解決の課題について
の把握・整理を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
今年度から令和６年度にかけて「周知ＰＲ事業」と各施策の効果を検証するための「ＫＰＩ検証事

業」を行っていくこととし、今年度においては運送事業者へのガイドライン等の配布及びアンケート
調査を行うこととする。

（４）新たな実証事業について

（通達内容）
実証事業の実施を希望した各地方協議会事務局は、これまでの地方協議会での課題整理や過去の

実証事業を通じて浮き彫りになった課題、輸送分野ごとに顕在化している課題等に対し、荷主や運
送事業者と協同して、各地方の状況に応じた課題解決の方策に向けた実証事業を実施すること。

（神奈川地方協議会としての取組）
新たな実証事業については、国土交通本省における調整の結果、 関東管外の地方協議会が実施す

ることが決定した。実証事業の結果は「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善
に向けたガイドライン事例集」へ追加掲載予定のため、その際は周知することとする。



トラック運送事業者に対する労働時間等説明会について

（通達内容）
トラック運送事業者に対する改正労働基準法等の内容を含む労働時間に関する法制度等の周知や促進に

向けて、労働基準監督署において労働時間等説明会を開催することとしているので、説明会の内容や進め
方等について地方協議会の場を活用する等により、必要な意見交換を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
令和３年度では神奈川労働局及び各労働基準監督署において、①神奈川県トラック協会の会員企業のう

ち令和元年度以降開催した説明会に出席していない事業場、②同会員企業以外の事業場を対象とした労働
時間等説明会を開催した（25回実施・延べ493社参加）。
中小企業に対して、令和５年4月から月６０時間超の時間外労働の割増賃金率が５０％に引き上げられ

ること、自動車運転者について、令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用されることから、令和４
年度も、引き続き、トラック運送事業者を対象とした説明会を、神奈川県内の各労働基準監督署で開催し、
法制度の周知に加え、具体的な取組事例の紹介を行いながら理解の促進を図っていくこととする。

３

労働時間説明会の内容及び進め方について



異常気象時における輸送の安全確保について

４

（通達内容）
大雪や台風などの異常気象時において、運行経路の変更や運行の中止等の柔軟な対応を行うこと、

在庫の積み増しなどの物資融通を行うことについて、国土交通省本省、農林水産省本省及び経済産業
省本省の連名で荷主団体宛に要請文書を発出しているため、本取組みについて各地方協議会において
も共有・周知すること。また、必要に応じて、気象情報や道路情報等を掲載する全日本トラック協会
のホームページも共有・周知すること。

（神奈川県地方協議会としての取組）
以下のとおり周知を行ってきたが、今後もセミナー等の開催を通じて運送事業者及び荷主への周知

を図っていくこととする。
・令和２年１０月９日 神奈川県の荷主団体宛へ要請文を発送
・令和３年１２月１日 国土交通省にて「大雪時の大型車立ち往生防止対策について」プレス発表

全日本トラック協会ホームページにて「雪道対策」を掲載
（https://jta.or.jp/member/anzen/snow.html）

全日本トラック協会のホームページにて「トラックステーションなどドライバー向け施設情報」を掲載
（https://jta.or.jp/member/bath.html）

全日本トラック協会のホームページにて「気象・道路交通情報」を掲載
（https://jta.or.jp/member/kotsujyoho.html）

雪道対策等のホームページ

異常気象時における輸送の安全確保について



標準的な運賃について

（通達内容）
「標準的な運賃」（令和２年４月２４日告示）について地方協議会の場においても地域の荷主や

運送事業者等に対する積極的な周知を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
下記のとおり周知を行ってきたが、今後もセミナー等の開催を通じて運送事業者及び荷主への周知

を図っていくこととする。

「標準的な運賃」活用セミナ－ 基礎編・応用編

セミナー等の様子

令和３年６月 神奈川県トラック協会にて標準的な運賃を届出するための案内等を会員へ配布
令和３年７月 同 「標準的な運賃」活用セミナ－（基礎編）を実施
令和４年１月 同 「標準的な運賃」活用セミナー（応用編）を実施

５

標準的な運賃の周知について

写真

標準的な運賃の届出件数

神奈川県内 4２９社

届出率 ２６．８％

※ 令和４年２月１０日時点
トラック協会会員調べ



標準的な運賃について（背景）

＊（公社）全日本トラック協会HPより

令和６年４月からは時間外労働の上限規制が適用令和６年４月からは時間外労働の上限規制が適用

現行規制
見直しの内容

「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」

原

則

≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害復旧その他避けることができない
事由により臨時の必要がある場合
には、労働時間の延長が可能（労
基法３３条）

≪同左≫

３
６
協
定
の
限
度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・原則、月４５時間かつ年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある
場合、延長に上限なし（年６か
月まで）（特別条項）

（２）・自動車の運転業務は、（１）の適用
を除外

・別途、改善基準告示により、拘束時
間等の上限を規定（貨物自動車
運送事業法、道路運送法に基づ
く行政処分の対象）

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間

・特別条項でも上回ることの出来ない
年間労働時間を設定

①年７２０時間（月平均６０時
間）

②年７２０時間の範囲内で、一時
的に事務量が増加する場合にも
上回ることの出来ない上限を設
定
a.２～６ヶ月の平均でいずれ
も８０時間以内（休日労働
を含む）
b.単月１００時間未満（休日
労働を含む）
c.原則（月４５時間）を上回
る月は年６回を上限

（２）自動車の運転業務の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用

（改善基準告示により指導、違反が
あれば処分）

・令和６年４月１日以降 年９６０時間
（月平均８０時間）

・将来的には、一般則の適用を目指す

○ 平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律（働き方改革関連法）」において、長時間労働の是正を図る
観点から、時間外労働について罰則付きの上限規制が導入されることとなり、
トラックドライバーについては、改正法施行の５年後（令和6年4月1日）に、
年960時間（＝月平均80時間以内）の上限規制が適用されます。

〇 このため、規制が適用される令和６年度までに、「荷主と運送事業者の取
引の適正化」、「輸送の効率化」、「若年層などにとっても入職やすい職場
環境の整備」などを進め、長時間労働の是正をはじめとしたトラックドライ
バーの労働環境を改善を進めていなければなりません。

トラックドライバーの現状トラックドライバーの現状

６



標準的な運賃について（制度概要）

趣旨・目的の全体像

ドライバーの労働環境改善が大き
な課題

必要なコストに見合った対価を収
受できていない

法律を改正し、標準的な運賃を告示

持続的な経営により、ドライバーの
労働条件を改善し、物流を維持

「標準的な運賃」は、ドライバーの労働
条件を改善し、トラック運送業がその機
能を持続的に維持しながら、国民生活と
経済を支えていくために、法令を遵守し
て経営する際の参考となる運賃を示すこ
とを目的としたものであり、令和６年３
月３１日までの時限措置です。

告示概要

＊（公社）全日本トラック協会HPより

７



荷主等への働きかけ

８

（通達内容）
違反原因行為（トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為）をしている疑いの

ある荷主等に対して、関係省庁と連携して、「働きかけ」・「要請」・「勧告」を行っている。
このような違反原因行為の疑いのある情報の投稿先として、令和元年７月より設置している

「輸送・荷待ち・荷役などに関する意見等の募集窓口」についての積極的な周知を行うこと。
（https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000043.html）

（神奈川県地方協議会としての取組）
業界団体等を通じた周知のほか、ポスターの掲出、各種セミナー、説明会等のあらゆる機会を活

用し、運送事業者及び荷主への周知を図っていくこととする。

荷主等への働きかけ



「ホワイト物流」推進運動

（通達内容）
各地方協議会事務局は、本運動をさらに推進し、より多くの企業に、とくに各地方において影響力

の大きい荷主企業に本運動へ参画いただけるよう、引き続き地方協議会の場においても地域の荷主や
運送事業者等に対する積極的な周知及び参画の呼びかけを行うこと。
また、国土交通省が「『ホワイト物流』推進ポータルサイト」 （https://white-logistics-movement.jp/)

を解説していることについて引き続き周知を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
各種セミナー等において周知を行ってきたが、今後もセミナー等の開催を通じて、参画を呼びかけ

ていくこととする。

令和３年１０月８日 国土交通本省によるｗｅｂセミナー
※今後、令和４年３月まで毎月Weｂセミナーを行う予定

令和４年１月 引越の分散化について 神奈川運輸支局及び関係団体を通じて取組を要請

神奈川県内の企業では６０社が自主行動宣言を提出（令和４年１月末現在）

「ホワイト物流」推進運動参画企業数

９

ホワイト物流の推進について



「加工食品、飲料・酒」「建設資材」「紙・パルプ」物流ガイドライン

（通達内容）
各輸送品目別に取りまとめられたガイドラインについては、各地方協議会においても地方協議会の

委員や各輸送品目に係る業界団体等を通じた周知・浸透を図ること。

（神奈川県地方協議会としての取組）
令和３年４月に改訂した「加工食品、飲料・酒」物流ガイドラインについては、厚生労働省・農林

水産省・経済産業省・国土交通省の各本省の担当課室の連名で令和３年５月に業界団体あて周知の依
頼を行ったところであるが、その他ガイドライン含め、神奈川県地方協議会としても、業界団体等を
通じた周知のほか、セミナー等を活用してガイドラインの周知を図っていくこととする。

加工食品、飲料・酒物流編 建設資材物流編 紙・パルプ(洋紙・板紙分野)
物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)
物流編

1０

ガイドラインの周知等について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/
content/_210416_guideline.pdf

https://www.mlit.go.jp/report/
press/content/001346887.pdf https://www.mlit.go.jp/report/

press/content/001346889.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/
press/content/001346891.pdf



１１

「加工食品、飲料・酒」「建設資材」「紙・パルプ」物流ガイドライン

各ガイドラインの概要



運転者職場環境良好度認証制度（働きやすい職場認証制度）

（通達の指示事項）
各地方協議会事務局は、令和２年秋に開始された本制度について、制度の認証実施団体である一般財団法人日本

海事協会が情報提供のためにウェブサイト（https://www.untenshashokuba.jp/）を開設しているところであり、
多くのトラック運送事業者に申請していただけるよう、本制度について積極的な周知を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
業界団体を通じた周知のほか、各種セミナー等の機会を活用して、制度の周知を図っていくこととする。

自動車運送事業者（トラック事業者、バス事業者（乗合、貸切）、タクシー事業者）

職場環境改善に向けた事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人
材確保の取組みを後押しすることで、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図る。

（１）対象
自動車運送事業者（トラック事業者、バス事業者（乗合、貸切）、タクシー事業者）

（２）審査要件
[1]法令遵守等、[2]労働時間・休日、[3]心身の健康、[4]安心・安定、[5]多様な人材の確保・育成

の５分野について、基本的な取組み要件を満たすことにより認証。併せて、自主的・先進的な取組みを参考点として点数化。
（３）認証手続き

国土交通省の指定を受けた一般財団法人日本海事協会が認証実施団体として申請受付、審査、認証等の手続きを実施。
（４）料金

審査料： ５万円（税別）／１申請あたり ※インターネットによる電子申請の場合、３万円（税別）に割引
登録料： ６万円（税別）／１申請あたり

（５）認証結果等の活用（予定）
厚生労働省との連携により、ハローワークにおける求人票への認証マークの表示およびキーワード「働き方改革関連認定企業」に

よる検索が可能です。また、求人エージェントと連携し、先進的な取組みを広く発信予定。

１２

運転者職場環境良好度認証制度の周知について

制度の概要



トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト①

（通達の指示事項）
厚生労働省において、荷主・運送事業者・国民向けに、令和元年９月に「トラック運転者の長時間

労働改善に向けたポータルサイト（http://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp）」を開設しており、
地方協議会の場においても荷主や運送事業者等に対する積極的な周知を行うこと。

（神奈川県地方協議会としての取組）
神奈川労働局では、ホームページやメールマガジンにてポータルサイトを掲載（リンク）し、荷主
企業とトラック運送事業者の双方に向けた、トラック運転者の労働時間の改善を進めるための対応策
や有用な好事例等のコンテンツを提供している。
引き続き、業界団体等を通じた周知のほか、各種セミナー、説明会等のあらゆる機会を活用し、運

送事業者及び荷主への周知を図っていくこととする。

１３

ポータルサイトの周知について

令和２年１月２３日 運送事業者を対象「労働時間等説明会」（神奈川県民ホール）
同年２月３日 運送事業者を対象「労働時間等説明会」（厚木市文化会館）
令和３年１月１２日 運送事業者を対象「労務研修会」
同年１０月 ４日 運送事業者を対象「労務研修会」 （トラック総合会館）
同年１０月 ９日 荷主等を対象「荷役災害防止担当者に対する安全衛生教育講習会」
同年１０月２６日 運送事業者を対象「適正化研修会」（トラック総合会館）
同年１１月 ９日 運送事業者を対象「適正化研修会」（厚木商工会議所）
同年１１月２２日 荷主等を対象「労働災害防止対策セミナー」（トラック総合会館）
令和４年１月２４日 荷主等を対象「労働災害防止対策セミナー」（トラック総合会館）
令和３年4月～令和４年1月 神奈川県内の労働基準監督署が開催した労働時間等説明会



トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト②

１４

トラック運転者の長時間労働改善に向けた周知用コンテンツやガイドライン等をまとめたポータルサイト

新規コンテンツを追加掲載し機能を拡充した。



今般の燃料価格の上昇に対する対応について

１５

（通達内容）
今般の燃料価格の上昇により、貨物自動車運送事業者の経営に影響を与える状況が生じていること

から、貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について、いっそうの促進を図るため、新たに下記の
対応を実施することとしたので、事務処理上遺漏なきよう取り計らわれたい。
１．適正な運賃収受のための荷主周知活動
２．相談窓口の設置
３．荷主への働きかけ（荷主勧告・公正取引委員会への通知）

（神奈川県地方協議会としての取組）
下記のとおり周知を行ってきたが、今後もセミナー等の開催を通じて運送事業者及び荷主への周知

を図っていくこととする。
令和３年１１月１日 国土交通省本省より荷主団体へ協力要請、国土交通本省、関東運輸局、神

奈川運輸支局に相談窓口を設置
令和３年１２月８日 当協議会を通して周知依頼
令和４年３月（予定） 県内関係荷主団体へ燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入について

の資料を配付

今般の燃料価格の上昇に対する対応について


